
8�D
（葉月） August

印紙税は、契約書や領収書などの文書に対して、その記載金額
等に応じて課税されます。ただし、不動産の譲渡に関する契約書
及び建設工事の請負に関する契約書のうち、一定の要件に該当す
るものについては、印紙税の軽減措置が設けられており、この措
置が平成21年3月31日まで延長されています。

国　税／7月分源泉所得税の納付

8月10日

国　税／6月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等）8月31日

国　税／12月決算法人の中間申告

8月31日

国　税／9月、12月、3月決算法人

の消費税等の中間申告

（年3回の場合） 8月31日

国　税／個人事業者の消費税等の中

間申告 8月31日

地方税／個人事業税第1期分の納付

都道府県の条例で定める日

地方税／個人住民税第2期分の納付

市町村の条例で定める日

労　務／労働保険料第2期分の納付

8月31日

（労働保険事務組合委託の場合は

9月14日）
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東
京
都
Ｓ
区
・
Ｓ
区
商
工
融
資
の
相

談
員
Ａ
さ
ん
は
「
地
方
自
治
体
（
各
市

区
町
村
等
、
以
下
、
自
治
体
）
の
融
資

に
つ
い
て
、
金
融
機
関
あ
る
い
は
信
用

保
証
協
会
は
、
こ
の
よ
う
に
扱
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
」
と
話
し
ま
す
。

Ａ
さ
ん
の
話
の
前
に
、
自
治
体
の
融

資
を
利
用
す
る
際
の
手
順
に
つ
い
て
説

明
し
ま
し
ょ
う
。

企
業
経
営
者
の
皆
さ
ん
は
、
先
ず
、

各
自
治
体
の
融
資
相
談
係
を
訪
ね
る
と
、

役
所
の
職
員
か
手
助
け
と
し
て
同
席
し

て
い
る
商
工
相
談
員
に
必
要
な
提
出
書

類
と
か
融
資
の
仕
組
み
、
流
れ
（
＝
手

順
）
と
い
っ
た
説
明
を
受
け
ま
す
。

提
出
す
べ
き
書
類
は
、
自
社
の
決
算

書
（
個
人
事
業
者
に
つ
い
て
は
青
色
又

は
白
色
申
告
書
）
二
期
分
と
、
納
税
証

明
書
等
で
す
。

さ
て
、
仕
組
み
や
手
順
で
す
が
、
自

治
体
の
融
資
は
信
用
保
証
協
会
の
保
証

を
受
け
る
融
資
（
制
度
融
資
と
い
い
ま

す
）
で
あ
り
、
手
順
に
つ
き
ま
し
て
は

二
通
り
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
申
込
み
に
必
要
な
書
類
を

信
用
保
証
協
会
に
提
出
し
、
保
証
協
会

の
融
資
審
査
を
受
け
保
証
を
取
り
、
そ

の
後
、
民
間
金
融
機
関
に
回
し
て
も
ら

い
融
資
を
受
け
る
場
合
。

も
う
一
つ
は
、
民
間
金
融
機
関
（
以

下
、
銀
行
）
に
書
類
を
提
出
し
、
銀
行

が
審
査
し
て
貸
出
し
の
可
能
性
の
あ
る

も
の
を
信
用
保
証
協
会
に
持
ち
込
み
、

保
証
を
取
り
つ
け
て
か
ら
融
資
を
受
け

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
数
年
、
通
常
の
流
れ
は
、
企
業

経
営
者
が
銀
行
に
書
類
を
提
出
、
そ
の

後
、
そ
の
ま
ま
銀
行
は
信
用
保
証
協
会

に
書
類
を
送
付
し
、
保
証
を
受
け
た
案

件
だ
け
を
融
資
し
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
融
資
を
受
け
る
ポ
イ

ン
ト
は
、
信
用
保
証
協
会
が
決
算
書
を

ど
の
よ
う
に
判
定
す
る
の
か
、
と
い
う

内
容
に
な
り
ま
す
。

１
●

決
算
書
が
赤
字
か
ど
う
か
○

経
営
者
の
方
が
自
治
体
の
受
付
で
よ

く
す
る
質
問
は
、「
う
ち
は
赤
字
決
算
だ

が
貸
し
て
く
れ
る
の
か
」
と
い
う
も
の

で
す
。

自
治
体
の
窓
口
で
は
「
貸
し
て
も
ら

え
る
場
合
も
あ
る
し
、
も
ら
え
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
」
と
し
か
答
え
よ
う
が

あ
り
ま
せ
ん
。

Ｂ
社
は
創
立
後
一
〇
年
目
に
し
て
初

め
て
赤
字
に
な
り
ま
し
た
。
昨
年
（
平

成
十
八
年
）
十
一
月
、
ボ
ー
ナ
ス
等
の

年
末
資
金
一
、
〇
〇
〇
万
円
を
借
り
る

た
め
、
創
業
以
来
付
き
合
い
の
あ
る
Ｎ

信
用
金
庫
に
融
資
を
申
込
み
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
Ｎ
信
用
金
庫
の
顔
見
知
り

の
融
資
担
当
者
の
態
度
は
一
変
。〝
返
済

可
能
か
否
か
判
定
す
る
た
め
、
今
後
の

返
済
計
画
及
び
資
金
繰
り
表
を
提
出
さ

れ
た
い
〞
の
一
点
張
り
。

Ｂ
社
代
表
の
Ｂ
さ
ん
は
初
め
て
の
経

験
に
困
惑
し
、
Ｓ
区
融
資
相
談
員
Ａ
さ

ん
を
訪
ね
た
の
で
す
。

Ａ
さ
ん
に
資
金
繰
り
表
の
作
成
、
返

済
計
画
を
教
わ
る
と
同
時
に
、
Ｓ
区
の

商
工
融
資
を
申
込
ん
だ
と
こ
ろ
信
用
保

証
協
会
の
保
証
を
得
た
上
で
、
Ｎ
信
用

金
庫
よ
り
、
希
望
額
一
、
〇
〇
〇
万
円

の
借
入
が
で
き
ま
し
た
。

Ｂ
さ
ん
は
つ
く
づ
く
企
業
は
黒
字
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
そ
う

で
す
。

Ｂ
さ
ん
の
よ
う
に
一
期
だ
け
赤
字
に

な
る
と
融
資
を
受
け
る
の
に
苦
戦
す
る

企
業
も
あ
れ
ば
、
一
方
で
は
、
毎
年
赤

字
決
算
な
の
に
融
資
を
受
け
て
い
る
企

業
も
あ
り
、
疑
問
が
生
じ
ま
す
。

こ
れ
は
個
人
事
業
の
色
彩
の
強
い
企

業
に
多
く
見
ら
れ
る
現
象
で
す
。

実
際
に
は
収
益
が
あ
る
の
に
税
務
上
、

赤
字
を
計
上
し
、
収
益
は
個
人
的
に
蓄

積
し
て
資
金
繰
り
に
困
ら
な
い
ケ
ー
ス

と
、
担
保
と
な
る
資
産
が
あ
る
の
で
、

銀
行
か
ら
融
資
を
受
け
て
何
と
か
経
営

を
続
け
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

前
者
の
ケ
ー
ス
は
役
員
報
酬
を
多
く
と

り
赤
字
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
い
ざ
と

な
っ
た
ら
個
人
の
余
裕
資
金
か
ら
返
済

す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

こ
の
場
合
、
銀
行
は
返
済
可
能
で
あ

る
と
判
定
す
る
も
の
の
、
融
資
担
当
者

に
は
十
分
な
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
し
ょ
う
。

8月号 2

信
用
保
証
協
会
の
保
証
判
定 

建
設
業
Ｂ
社
（
従
業
員
一
〇
名
）
の
例

染
色
業
Ｔ
社
（
従
業
員
四
名
）
等
の
例



3 8月号

後
者
の
ケ
ー
ス
で
す
が
、
埼
玉
県
Ｋ

市
・
Ｔ
社
が
該
当
し
ま
す
。
Ｔ
社
は
明

治
時
代
よ
り
Ｎ
川
に
沿
っ
て
四
、
〇
〇

〇
坪
（
時
価
一
坪
七
〇
〜
八
〇
万
円
）

の
土
地
を
所
有
。
同
業
者
は
昭
和
四
十

年
代
に
地
方
に
移
転
す
る
か
廃
業
し
て

い
る
の
に
対
し
て
、
Ｔ
社
は
縮
小
し
つ

つ
営
業
し
、
毎
年
、
大
き
な
額
で
は
な

い
も
の
の
赤
字
を
計
上
。

Ｔ
社
長
は
八
〇
歳
に
な
り
ま
す
が
、

五
〇
坪
も
売
れ
ば
赤
字
は
補
填
で
き
る

と
考
え
て
い
る
せ
い
か
、
堂
々
と
地
元

商
工
会
議
所
の
役
員
で
活
躍
し
て
い
ま

す
。信

用
保
証
協
会
は
、
な
ぜ
赤
字
に
な

っ
た
の
か
赤
字
の
発
生
原
因
を
調
査
し

ま
す
。

大
口
売
掛
債
権
が
回
収
不
能
と
な
っ

た
り
、
取
引
で
見
通
し
を
誤
り
多
額
の

欠
損
を
被
っ
た
、
あ
る
い
は
折
か
ら
の

不
況
で
売
上
が
減
少
す
る
一
方
、
経
費

の
節
減
が
思
う
よ
う
に
進
ま
な
か
っ
た

等
原
因
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
原
因
に
よ
り
保
証
協
会
の

対
応
条
件
は
異
な
り
、
解
決
が
可
能
な

も
の
か
を
把
握
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
時
的
原
因
の
場
合
…
…
資
金
繰
り

表
を
作
成
し
短
期
的
に
回
収
可
能

か
否
か
を
売
上
の
推
移
と
併
せ
判

定

構
造
的
原
因
の
場
合
…
…
決
算
内
容

を
分
析
し
、
長
期
的
償
還
能
力
を

判
定

こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
次

に
紹
介
す
る
自
己
資
本
を
調
査
し
ま
す
。

２
●

自
己
資
本
が
マ
イ
ナ
ス
か
ど
う
か
○

信
用
保
証
協
会
は
、
提
出
さ
れ
た
決

算
書
を
全
て
そ
の
ま
ま
で
は
資
料
と
し

て
使
用
し
ま
せ
ん
。
融
資
す
る
目
的
の

た
め
に
修
正
し
ま
す
が
、
特
に
貸
借
対

照
表
を
重
視
し
、
実
態
を
表
わ
す
よ
う

に
し
て
、
そ
の
後
、
保
証
の
可
否
を
行

い
ま
す
。

で
は
、
ど
の
よ
う
に
修
正
す
る
の
か

を
下
記
の
表
で
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

提
出
さ
れ
た
貸
借
対
照
表
（
修
正
前
）

を
信
用
保
証
協
会
が
精
査
す
る
と
、（
イ
）

売
掛
金
の
う
ち
一
、
〇
〇
〇
万
円
は
回

収
不
能
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
、（
ロ
）

不
動
産
を
時
価
評
価
す
る
と
半
額
で
あ

っ
た
（
マ
イ
ナ
ス
五
、
〇
〇
〇
万
円
）、

（
ハ
）
同
様
に
有
価
証
券
の
評
価
は
四
、

〇
〇
〇
万
円
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
を
修
正
し
た
結
果
、
実
態

は
二
、
〇
〇
〇
万
円
の
債
務
超
過
で
あ

っ
た
、
と
な
り
ま
す
。

さ
て
、
貸
借
対
照
表
の
自
己
資
本
が

マ
イ
ナ
ス
と
い
う
意
味
は
、
他
人
資
本

（
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
金
）
で
経

営
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
極

め
て
企
業
が
不
安
定
な
状
態
に
あ
る
と

い
え
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
信
用

保
証
協
会
は
い
つ
ま
で
に
自
己
資
本
が

プ
ラ
ス
に
な
る
の
か
を
検
討
し
ま
す
。

通
常
、
プ
ラ
ス
へ
の
転
換
（
債
務
超

過
が
な
く
な
る
）
に
か
か
る
期
間
が
一

〜
二
年
の
場
合
は
安
心
し
て
保
証
し
ま

す
し
、
五
年
か
か
る
場
合
は
注
意
し
な

が
ら
保
証
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

■実態貸借対照表のつくり方 

■実態貸借対照表のつくり方 

現預金 10,000 

売掛金 50,000 

不動産 100,000 

有価証券 50,000 

計 210,000

買掛金 40,000 

借入金 120,000 

自己資本 50,000 

 

計 210,000

現預金 10,000 

売掛金 40,000 

不動産 50,000 

有価証券 40,000 

計 140,000

ケース　経常利益 

 1,000 債務超過がなくなるのに20年かかる 

 4,000 債務超過がなくなるのに５年かかる 

 20,000 債務超過がなくなるのに１年かかる 

買掛金 40,000 

借入金 120,000 

自己資本 ▲20,000 

 

計 140,000

（単位：千円） 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

（修正前） 

（修正後） 

A 

B 

C



8月号 4

大
学
で
中
小
企
業
論
を
講
義
す
る
Ｈ

氏
は
、
中
堅
・
中
小
企
業
の
存
在
は
、

お
そ
ら
く
、
世
界
の
中
で
日
本
が
誇
れ

る
も
の
だ
ろ
う
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、

今
後
の
中
堅
・
中
小
企
業
の
存
続
を
心

配
し
て
い
ま
す
。

心
配
の
一
つ
は
、
中
小
企
業
に
比
べ
、

大
企
業
お
よ
び
中
国
の
企
業
の
優
位
性

が
、
今
後
ま
す
ま
す
強
ま
る
傾
向
に
あ

る
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
金
融
機
関
の

貸
出
し
姿
勢
に
つ
い
て
で
す
。

金
融
機
関
は
、
バ
ー
ゼ
ル
協
定
（
Ｂ

Ｉ
Ｓ
規
定
。
銀
行
は
自
己
資
本
比
率
が

国
際
的
に
活
動
す
る
場
合
八
パ
ー
セ
ン

ト
、
国
内
の
み
の
場
合
四
パ
ー
セ
ン
ト

以
上
が
必
要
）
を
遵
守
す
べ
く
中
小
企

業
向
け
融
資
を
減
少
さ
せ
ま
し
た
。

そ
し
て
今
後
二
〜
三
年
の
間
に
、
ど

の
金
融
機
関
も
大
量
に
抱
え
込
ん
で
い

る
国
債
を
再
評
価
す
る
と
二
割
位
、
減

額
し
た
も
の
に
す
る
。
つ
ま
り
、
Ｂ
Ｉ

Ｓ
規
定
を
達
成
す
る
た
め
貸
出
し
を
厳

し
く
す
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。

中小企業経営者の中には、最近の銀行員の
融資判断に首をかしげる方も多いようです。
融資担当者は貸出しにあたって、答えはイ

エスかノーだけであり、条件面での交渉に余
地のない硬直的姿勢が目立つからです。
元・銀行審査部長Ｏ氏は、このことについ

て次のように話します。
「一人前の審査能力を身につけるにはほぼ

10年くらいかかる。企業数としては100 社
程の融資経験が必要である。しかし、銀行は
昭和48年以来、融資担当者を育ててこなか
った」。さらに続けて、「決算書の貸借対照表
から安全性を見る。一方、損益計算書から企
業の成長性を判断する‥‥。つまり、審査に
自信があれば、資本の部が過少とか債務超過
であっても損益計算の部が良好であれば、企
業は必ずしもつぶれないと判断もでき、貸出
しを実行するのである」。
融資担当者は、安全性ばかり目を向けず、

幅広い視野をもって企業を見るよう心掛けて
もらいたいところです。

返済力の考え方および判定

金融機関融資担当者は、企業が借入を申込

んできたとき、貸すかどうかをどのように判

定しているのでしょうか。

申込み理由が設備資金の場合もあるし、運

転資金（長期的資金と短期的資金に分類され

ます）の場合もあります。

担当者は当然、返済力を検討することにな

り、その場合は売上予測が基本になりますが、

返済力の目安としては一応、表１の考え方を

示します。

しかし、実際の申込みにおいては、大半の

企業が設備資金や運転資金も借りており、資

金の性格そのものを区分することは困難な場

合が少なくありません。

そこで、企業が本当に返せるのか否かの判

定は、表２のとおり償還年数はどうなってい

るのかを目安にします。

債務償還年数10年くらいを基準として融資

判定を行っているのが現状です。

表１　返済力の考え方 表２　返済力の判定 

資金使途 

ケース 
税引後 
当期 
利益 

減価 
償却 

必要返済 
期間 
（ａ）／（ｂ） 計 

返済できる理論上の金額（ｂ） 

償還財源 

設備資金・ 

長期運転資金 

短期運転資金 

 2,000 10,000 12,000 

 10,000 10,000 20,000 

 40,000 10,000 50,000 

利益
 

 

収支タイミングと 

財務資金 

償還方式 

利益償還 

 

資金繰り償還 

A 

B 

C 

16.6年 

10年 

４年 

例：借入金　200,000 （ａ）　　　（単位：千円） 

融資担当者の審査能力

中
小
企
業
の
存
在




